
安達地方広域行政組合告示１４号  

 

   安達地方広域行政組合人事行政の運営等の状況  

 

 安達地方広域行政組合人事行政の運営等の公表に関する条例（平成１７年条

例第６号）の規定により、人事行政運営等の状況について公表する。  

 

  令和７年９月３０日  

 

         安達地方広域行政組合管理者   三  保  恵  一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．職員の任免及び職員数に関する状況                   

 

（１）職員の採用、退職の状況（令 和 ６ 年 ４ 月 ２ 日 か ら 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日）  

 （単位   人）  

 令和６年 4 月１日現在 退職者数  採用者数  令和７年４月 1 日現在 

人  数  １４１【 2】   １  １  １４１【 2】   

                           ※【 】：うち再 任用フルタイム職員  

 

（２）職種別職員数の状況  

（単位   人）  

職種  令和６年４月１日現在 令和７年４月１日現在 

一般行政職    ２１【 2】    ２１【 2】  

消防職   １２０【 0】    １２０【 0】  

計   １４１【 2】   １４１【 2】  

※【】：うち再任用 フル タイム職員  

 

（ ３ ） 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 採 用 、 退 職 の 状 況 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 ２ 日 か ら 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 ）  

（単位   人）  

職  種  令和６年４月１日現在 退職者数  採用者数  令和７年４月１日現在 

消防職  ０      ０        １  １  

※任期を更新した者は採用者に含めない。  

 

（４）事由別退職者数（令和６年度）  

                                    （単位   人）  

区  分  定年退職 勧奨退職 普通退職 分限免職 懲戒免職 死亡退職 再任用期限退職 派遣解除 合計  

人  数  １              １   

 

（５）採用試験の実施状況（令和６年度）  ※一般行政職は募集なし  

職  種  申込者数  受験者数  合格者数  競争率（倍）  

一般行政職  -  - - - 

消防職  １４名   １３名  １名  １３倍  

計  １４名   １３名  １名  -  

 

（６）職種別、年齢階層別職員数（令和７年４月１日現在）  

    （単位   人）  

   年齢  

区分  
～ 19 

20～  

 24 

25～  

 29 

30～  

 34 

35～  

 39 

40～  

 44 

45～  

 49 

50～  

 54 
55～  計  

一般行政 職 ０  １  ３  １  ４  １  １  ５  ５  ２１  

消 防 職 ０  １２  １７  １８  １２  ７  ２０  ２３  １１  １２０  

計  ０  １３  ２０  １９  １６  ８  ２１  ２７  １７  １４１  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人事評価の状況（令和６年度）                     

 地方公務員法の改正により、平成２８年度から人事評価制度が法律上の制度として導

入された。人事評価は、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するため、

公正かつ定期的に行わなければならないこととされ、当組合においても、評価基準の明

示や評価結果の本人への開示などの仕組みを導入し、評価の観点として「能力評価」、

「業績評価」及び「態度評価」から評価して、人事管理の基礎とすることを定め、公正

な評価の確保のために評価者を対象とした定期的な研修の実施に取り組んでいる。  

 

３．職員の給与の状況                           

（１）人件費の状況（令和６年度  一般会計決算）         （単位   千円）  

歳出額（ A) 人件費（ B) 
人件費率  

（ B/A) 

３，６９４，５１３  １，２０９，９８４  ３２．８％  

 

（２）職員給与費の状況（令和７年度一般会計当初予算）      

   （単位   千円）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員数
一人当た
り給与費

（A) 給料
職員手当

等
期末・勤
勉手当

計（B) （B/A）

事 務 局 9 37,322 5,520 15,788 58,630 6,514

衛 生 12 46,253 6,055 19,000 71,308 5,942

計 21 83,575 11,575 34,788 129,938 6,187

122 474,519 132,416 199,180 806,115 6,607

143 558,094 143,991 233,968 936,053 6,545
※定数外職員（暫定再任用短時間勤務職員）を含む。

区　　分
給　　与　　費

消 防 職

計

一　般
行政職

0

5

10

15

20

25

～19歳 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55歳～

一般行政職

消防職



（３）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況  

区    分  平均給料月額  平均給与月額  平均年齢  

一 般  

行 政 職 

事務局  ３４５，１７８円  ４０１，５５２円  ４６．７歳  

衛  生  ３２０，８９２円  ３６５，１２７円  ４２．７歳  

消 防 職 ３２６，５９０円  ４０９，５９１円  ３９．９歳  

(注 )１．「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における各職種の職員の基本給の平

均である。  

    ２．「平均給与月額」とは、期末手当、勤勉手当を除いて計上しており、給料月額と毎

月支払われる扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当 、特殊勤務手当、管

理職手当、休日手当、夜間手当を合計したものである。  

  ３ .「平均年齢」は、令和７年４月１日現在における職員の平均年齢を計上し たもので

ある。  

   

 

 

（４）職員の初任給及び経験年数別、学歴別給料月額   （令和７年４月１日現在）  

区   分  初任給  経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

一般行政 職 

消 防 職 

大学卒  217,500 291,500 317,500 340,800 

高校卒  191,300 254,800 296,500 322,800 

 

（５）級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）    （単位  人）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎消防職階級に伴う職務  

１級：消防士・消防副士長  

２級：消防士長  

３級：消防士長・消防司令補  

４級：消防士長・消防司令補・消防司令  

５級：消防司令補・消防司令・消防司令長  

６級：消防司令長  

７級：消防監  

 

 

（６）期末・勤勉手当の支給割合（令和６年度）  

区     分  ６  月  １２  月  計  

期 末 手 当  １．２２５月分  １．２７５月分  ２．５０月分  

〃 （ 再 任 用 ）  ０．６８７５月分  ０．７１２５月分  １．４０月分  

勤 勉 手 当  １．００月分  １．１０月分  ２．１０月分  

〃 （ 再 任 用 ）  ０．４８７５月分  ０．５１２５月分  １．００月分  

計  ２．２２５月分  ２．３７５月分  ４．６０月分  

〃 （ 再 任 用 ）  １．１７５月分  １．２２５月分  ２．４０月分  

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

一般行政職 2 2 8 4 4 0 1
消 防 職 15 14 34 50 5 1 1

計 17 16 42 54 9 1 2
構 成 比（ ％） 12.1% 11.3% 29.8% 38.3% 6.4% 0.7% 1.4%

※定数外職員(再任用短時間勤務職員)を含む

参事職 務 主事 主任主事 主査 主任主査 主幹
事務局長
消防長



 

（７）特別職の報酬の状況（令和７年４月１日現在）  

区    分  報酬年額  区    分  報酬年額   

期末手当は  

支給無  

 

管 理 者  ３８，５００円  議 長  ３８，５００円  

副 管 理 者  ３７，５００円  副 議 長  ３７，５００円  

議 員  ３６，５００円  

 

 

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況                 

（１）職員の勤務時間（標準的なもの・令和７年４月１日現在）  

区   分  １週間の勤務時間 開始時刻  終了時刻  休息時間  休憩時間  

一般行政職  
３８時間  

  ４５分  
8： 30 17： 15 ―  12： 00～ 13： 00 

消 防 職 

（通常勤務） 

３８時間  

  ４５分  
8： 30 17： 15 ―  12： 00～ 13： 00 

消 防 職 

（隔日勤務） 

３８時間  

  ４５分  
8： 30 

翌日の  

8： 30 

10：00～10：15 

15：00～15：15 

12： 00～13： 00 

1 7： 1 5～ 1 8： 4 5 

 

（２）職員の年次有給休暇の状況（令和６年１月１日～令和６年１２月３１日）  

区    分  対 象 職 員 数  総 付 与 日 数  総 取 得 日 数  平 均 取 得 日 数  取 得 率 （ ％ ）  

一般行政職  ２１名  ８２５日  ２５２日  １２日  ３０．５％  

消防職（日勤者） ２４名  ９６０日  ３７２日  １５日  ３８．９％  

消防職（隔日勤務者） ９６名  ３７８０日  ９２７日  ９日  ２４．５％  

※対象職員数については１月１日現在  

 

（３）休暇制度の概要（令和６年４月１日現在）  

休暇種類  内       容  備考  

年次有給休暇  １ 暦 年 ご と に 20 日 と し 、 20 日 を 越 え な い 範 囲 内 の 残 日 数 を 繰 り 越 す こ と が 出 来

る 。  

 

病気休暇  負 傷 又 は 疾 病 の た め の 休 暇  ９ ０ 日 以 内 の 期 間   

特別休暇  

（主なもの）  

産 前 産 後 休 暇  出 産 の 予 定 日 前 8 週 間 以 内 及 び 出 産 後 8 週 間 以 内 の 期 間   

忌 引 休 暇  続 柄 及 び 死 亡 時 の 生 計 関 係 に よ り １ 日 ～ 10 日   

夏 季 休 暇  5 日   

ボ ラ ン テ ィ ア 休 暇  1 年 に 5 日 以 内 の 期 間   

結 婚 休 暇  連 続 し て 5 日 以 内 の 期 間   

父 母 の 祭 日 休 暇  そ の 都 度 1 日 以 内 の 期 間   

ド ナ ー 休 暇  必 要 と 認 め ら れ る 期 間   

公 民 権 行 使 の た め の 休 暇  必 要 と 認 め ら れ る 期 間   

介護休暇  負 傷 、 疾 病 又 は 老 齢 に よ り 2 週 間 以 上 に わ た り 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 が あ る 親

族 を 介 護 す る 休 暇  連 続 す る ６ 月 の 期 間 内 に お い て 必 要 と 認 め ら れ る 期 間  

無 給  

 

 



５．職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度）                 

  （単位  人）  

処分内容  処分者数  処   分   理   由  内         容  

分  

限  

処  

分  

免 職  ０    分 限 処 分 と は 、 公 務 能 率 の 維 持 を 目

的 に 職 員 に な さ れ る 処 分 で あ り 、 勤 務

成 績 が 良 く な い 場 合 、 心 身 の 故 障 に よ

る も の や 職 に 必 要 な 適 格 性 を 欠 く 場 合

の 処 分 が あ る 。  

降 任  ０   

休 職  ０   

降 給  ０   

失 職  ０   

懲  

戒  

処  

分  

免 職  ０    懲 戒 処 分 と は 、 制 裁 的 処 分 で あ り 、

職 員 の 義 務 違 反 に 対 す る も の や 全 体 の

奉 仕 者 に ふ さ わ し く な い 非 行 が あ っ た

場 合 の 処 分 と な る 。  

停 職  ０   

減 給  ０   

戒 告  ０   

訓 告  ０   

 

６．職員の服務の状況（令和６年度）                       

                                            （単位   人）  

区     分  内           容  違反者数  

命令に従う義務  

（地方公務員法第 32 条 ）  

 職 員 は 、 法 令 等 に 従 い 、 か つ 上 司 の 職 務 上 の 命 令 に 忠

実に従わなければなら ない。  
０  

信用失墜行為の禁止  

（地方公務員法第 33 条 ）  

 職 員 は 、 職 の 信 用 を 傷 つ け 、 又 は 全 体 の 不 名 誉 と な る

ような行為をしてはな らない。  
０  

秘密を守る義務  

（地方公務員法第 34 条 ）  

 職 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。

その職を退いた後も同 様とする。  
０  

職務に専念する義務  

（地方公務員法第 35 条 ）  

 職 員 は 、 勤 務 時 間 中 、 職 務 に 注 意 力 の す べ て を 用 い 職

務に専念しなければな らない。  
０  

政治的行為の禁止  

（地方公務員法第 36 条 ）  

 職員は、政治活動等 をしてはならない。  
０  

争議行為等の禁止  

（地方公務員法第 37 条 ）  

 職員は、ストライキ をしてはならない。  
０  

営利企業などの従事制 限  

（地方公務員法第 38 条 ）  

 職 員 は 、 許 可 を 受 け な け れ ば 、 営 利 を 目 的 と す る 会 社

そ の 他 の 団 体 等 の 役 員 を 兼 ね 、 若 し く は 営 利 を 目 的 と す

る 私 企 業 を 営 み 、 又 は 報 酬 を 得 て い か な る 事 業 若 し く は

事務にも従事してはな らない。  

０  

 

７．退職管理の状況                            

本組合では、平成２８年４月１日から、地方公務員法、本組合職員の退職管理に関す

る規則に基づき、職員の退職管理を実施している。  

 本組合を退職した後に営利企業等に再就職した元職員（＝再就職者）が現職の職員に

対し、再就職先の営利企業と本組合との間の契約等の事務について、職務上の行為をす

る（もしくは、しない）ように働きかけることを規制しており、また、現職の職員が、

再就職者から働きを受けた場合、公平委員会にその旨を届け出ることが義務化されてい

る。  

 



 

８．職員研修の実施状況（令和６年度）                          

 

研   修   名  人   数  研  修  先  

基礎力アップ研修  １名  

ふくしま自治研修センター  

応用力アップ研修  １名  

実行力アップ研修  ３名  

新任係長研修  １名  

新任管理者研修  １名  

新任課長研修  １名  

地方公会計基礎講座（実践編）  

【オンライン】  
１名  

接遇実践講座  １名  

レジリエンス講座【オンライン】  ４名  

仕事に役立つ法令入門講座  

【オンライン】  
３名  

アート思考講座  ２名  

折衝交渉力講座  １名  

合意形成能力の養成講座  ２名  

行政のスリム化講座  ３名  

危機管理講座  ３名  

初任教育   ２名  

福島県消防学校  

危険物科  １名  

予防査察科  ２名  

救急科  １名  

救助科  １名  

初級幹部科  １名  

通信指令科  ２名  

警防科  ２名  

火災調査科  １名  

指揮隊長科  ２名  

ポンプ操法指導員科  ２名  

無線従事者養成講習  １名  

予防科  １名  
消防大学校  

査察業務マネジメントコース  １名  

救急救命士養成研修  ２名  救急救命東京研修所  

救急救命士就業前病院研修  ３名  福島県立医科大学附属病院  



研   修   名  人   数  研  修  先  

気管挿管病院実習  ３名  福島県立医科大学附属病院  

救急救命士技術者養成講習  ２名  福島県庁  

救急救命士病院研修  １５名  枡記念病院  

 

 

９．職員の福祉及び利益の保護の状況                    

（１）健康診断等の実施状況（令和６年度）  

健康診断の種類   対象者数  受診者数  

生活習慣病予防集団検診  一般行政職  １７名  １７名  

消 防 職 １０４名  １０２名  

計   １２１名   １１９名  

人間ドック  一般行政職   ４名  ４名  

消 防 職  １６名  １６名  

計   ２０名   ２０名  

Ｂ・Ｃ型肝炎対策に伴う採血検査 消 防 職  ３１名   ３１名  

インフルエンザ予防接種  消 防 職 １１９名  １１８名  

 

（２）公務災害等の発生状況（令和６年度）             

区                分  災害件数  

公  

務  

災  

害  

職務遂行中の負傷  １件  

職務に伴う合理的行為又は準備、後始末中の負傷     ０件  

出張中の負傷  ０件  

レクリェーション参加中の負傷  ０件  

その他の行為中の負傷  ０件  

通勤災害（通退勤途上中の負傷）  １件  

 

 

１０．公平委員会の業務の状況（令和６年度）                

 当組合では給与、勤務時間その他の勤務条件、厚生福利制度その他職員に関する制度

についての公平委員会が行う事務を福島県人事委員会に委託しており、毎年 7 月末まで

に前年度におけるこれらの業務状況の報告を受けることにしています。報告の内容につ

いては次のとおりです。  

（１）勤務条件に関する措置の状況  

  該当無し  

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況  

  該当無し  

（３）その他  

  管理職員等の範囲の指定の状況（県に公平委員会の事務を委託している地方公共団

体の職員に係る管理職員等の範囲を定める規則の改正月日）  

  規則改正無し  


